
事業者選定にかかる審査基準は下記のとおりとする。

配点

1
基本事項

（配点：10点)
業務の目的・趣旨を十分に理解し、的確な提案がなされているか。 10

① 既存事業の点検について、効果的な手法が提案がされているか。 15

②

既存事業の見直しや新たな取組みについて、高齢者の健康づくり・介護
予防に資する効果的な提案がなされているか。
【例】
・無関心層への効果的な働きかけや、日々の活動の継続などにつながる
工夫が提案されているか
・ナッジを活用した既存の取組みなどにとどまらず、新たなアイデアやチャ
レンジが期待される内容となっているか　　　　など。

30

③ 業務の実施手順やスケジュールが具体的に提案されているか。 5

①
本業務を確実に遂行できる体制が組まれているか。
・責任者、担当者は適切に配置されているか。
・担当者は十分な知識、経験を有しているか。

10

② 助言を受ける有識者は十分な知識・経験を有しているか。 10

③ 法人として、確実に業務を遂行するための実績・経験を有しているか。 5

4
費用

(配点:5点)
事業内容に即して適切に見積もられているか。 5

5
その他

(配点:10点)

その他、特筆すべき事項がある場合は、10点を上限に加算を行う。
【例】
・目的達成に向けて効果的な独自の提案がなされている　　　など。

10

100合計

3
実施体制

（配点：25点)

ナッジを活用した高齢者の健康づくり推進事業業務委託
提案競技評価表

評価項目 評価の視点

2
企画内容
(配点:50点)


	評価基準 (案) 

